
寄附を

政治家は
贈らない！

寄附を

政治家から
受取らない！

三ない運動

寄附を

有権者は
求めない！

政治家と有権者のクリーンな関係を保ち、お金のかからない選挙を
実現するために寄附禁止のルールを守りましょう

　年末年始は何かと贈り物やお祝い事をする機会の多
いシーズンですが、政治家が選挙区内の人に、お金や
物を贈ることは公職選挙法で禁止されています。ま
た、有権者が政治家に寄附や贈り物を求めることも禁
止されています。
　ルールを守って、明るい選挙を実現しましょう。

問い合わせ先　和水町選挙管理委員会（本庁　総務課内）　☎0968・86・5720

次
の
①
か
ら
④
ま
で
及
び
⑥
の
項
目

に
よ
っ
て
処
罰
さ
れ
る
と
、
公
民
権

停
止
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

①
政
治
家
の
寄
附
の
禁
止

　政
治
家
が
選
挙
区
内
に
あ
る
者
に

寄
附
を
す
る
こ
と
は
、
そ
の
時
期
や

名
義
に
か
か
わ
ら
ず
、
罰
則
を
も
っ

て
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
政

治
家
以
外
の
者
が
政
治
家
名
義
の
寄

附
を
す
る
こ
と
も
同
様
で
す
。

※

政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
ま
た
は
そ
の
支
部

や
親
族
に
対
す
る
も
の
な
ど
は
、
禁
止
の
対
象

か
ら
除
か
れ
ま
す
。

※

政
治
家
本
人
が
出
席
す
る
結
婚
披
露
宴
に
お

け
る
祝
儀
や
葬
式
（
通
夜
）
に
お
け
る
香
典
は

罰
則
の
対
象
か
ら
除
か
れ
て
い
ま
す
。
（
選
挙

に
関
し
て
な
さ
れ
た
場
合
や
、
通
常
一
般
の
社

交
の
程
度
を
超
え
て
い
る
場
合
は
処
罰
さ
れ
ま

す
。
）

②
政
治
家
に
対
す
る

　寄
附
の
勧
誘
・
要
求
の
禁
止

　政
治
家
に
対
し
て
寄
附
を
す
る
よ

う
勧
誘
や
要
求
を
す
る
こ
と
も
禁
止

さ
れ
て
い
ま
す
。
政
治
家
を
威
迫
し

て
、
あ
る
い
は
、
政
治
家
の
当
選
ま

た
は
被
選
挙
権
を
失
わ
せ
る
目
的
で

勧
誘
や
要
求
を
す
る
と
処
罰
さ
れ
ま

す
。
政
治
家
名
義
の
寄
附
を
求
め
る

こ
と
も
禁
止
さ
れ
て
お
り
、
威
迫
し

て
求
め
る
と
処
罰
さ
れ
ま
す
。

③
政
治
家
の
関
係
団
体
の

　寄
附
の
禁
止

　政
治
家
が
役
職
員
や
構
成
員
で
あ

る
団
体
や
会
社
が
、
選
挙
区
内
に
あ

る
者
に
、
政
治
家
の
氏
名
を
表
示
し

た
り
、
類
推
さ
れ
る
よ
う
な
方
法
で

寄
附
を
す
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
て
お

り
、
選
挙
に
関
し
て
寄
附
を
す
る
と

処
罰
さ
れ
ま
す
。

④
政
治
家
の
後
援
団
体
の

　寄
附
の
禁
止

　政
治
家
の
後
援
団
体
（
い
わ
ゆ
る

後
援
会
）
が
、
選
挙
区
内
に
あ
る
者

に
対
し
て
、
花
輪
等
や
、
こ
れ
に
類

す
る
も
の
を
出
し
た
り
、
後
援
団
体

の
設
立
目
的
に
よ
り
行
わ
れ
る
行
事

や
事
業
に
関
す
る
寄
附
以
外
の
寄
附

を
す
る
と
、
そ
の
時
期
や
名
義
の
い

か
ん
に
関
わ
ら
ず
処
罰
さ
れ
ま
す
。

※

一
般
の
政
党
支
部
は
後
援
団
体
に
は
当
た
り

ま
せ
ん
が
、
③
に
あ
る
よ
う
に
、
政
治
家
の
氏

名
を
表
示
し
た
り
、
類
推
さ
れ
る
よ
う
な
方
法

で
寄
附
す
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

⑤
年
賀
状
等
の
あ
い
さ
つ
状
の

　禁
止

　政
治
家
は
、
選
挙
区
内
に
あ
る
者

に
、
答
礼
の
た
め
の
自
筆
に
よ
る
も

の
を
除
き
、
年
賀
状
等
の
時
候
の
あ

い
さ
つ
状
（
電
報
等
も
含
む
）
を
出

す
こ
と
は
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

⑥
あ
い
さ
つ
を
目
的
と
す
る

　有
料
広
告
の
禁
止

　政
治
家
や
政
治
家
の
後
援
団
体

（
い
わ
ゆ
る
後
援
会
）
が
、
選
挙
区

内
に
あ
る
者
に
対
し
て
、
主
と
し
て

あ
い
さ
つ
を
目
的
と
す
る
有
料
の
広

告
を
新
聞
・
雑
誌
・
テ
レ
ビ
・
ラ
ジ

オ
・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
に
出
す
と

処
罰
さ
れ
ま
す
。
政
治
家
や
後
援
団

体
に
対
し
、
あ
い
さ
つ
を
目
的
と
す

る
有
料
広
告
を
求
め
る
こ
と
も
禁
止

さ
れ
て
お
り
、
威
迫
し
て
求
め
る
と

処
罰
さ
れ
ま
す
。

政治家の寄附禁止の対象例

みんなで
徹底しよう

和水町長選挙及び和水町議会議員一般選挙のお知らせ

政治家の寄附は禁止、
有権者が求めることも禁止されています

お歳暮・お年賀

お祭りへの
寄附・差し入れ

落成式・開店祝等
の花輪

地域の運動会等への
飲食物等の差し入れ

入学祝・卒業祝

病気見舞

秘書等が代理で
出席する場合の
結婚祝

秘書等が代理で
出席する場合の
葬儀の香典

町内会の集会・
旅行等の催物への

寸志・飲食物の差し入れ

葬儀の
花輪・供花

　任期満了に伴う和水町長選挙及び和水町議会議員一般選挙の選挙期日が次のとおり決定されました。

※選挙に関するその他の日程等については、１月開催の選挙管理委員会で決定する予定です。
※選挙に関する詳細等については、広報なごみ、町ホームページ等で随時お知らせする予定です。

告示日　平成30年３月20日（火）

投票日　平成30年３月25日（日）
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毎週月曜日（※祝日は除きます）午前９時～午後４時
和水町役場本庁２階　※相談希望の場合は、事前に電話連絡をお願いします。
連絡先：和水町役場　総務課　TEL 0968・86・5720

消費生活相談

多重債務問題消費生活Ｑ＆Ａ
僕の名前は

「なごワン」。
消費生活
Ｑ＆Ａを紹介
するワン。

（安  しん子ちゃん）
Ｑ 　なごワン。親戚の人があっちこっちに借金をして、支払いができなくなって

困ってるんだって。こんな時どうしたらいいのかな？

（安  しん子ちゃん）
Ｑ 　へえー。そうなんだ。でも健康にも不安があって、仕事も続かなくって不安な

んだって。そんなときはどうなるの？

（安  しん子ちゃん）
Ｑ 　ありがとう、なごワン。相談に行くように言ってみるね。

（なごワン）

Ａそれは、いわゆる多重債務問題と呼ばれるものだワン。

（なごワン）
Ａ

　和水町役場では、庁内のネットワークをつくって、色々な問題
をチームで応援する仕組みがあるんだワン。だからまず、消費生
活相談窓口で、多重債務の相談をしてみるといいワン。

地域の元気臨時交付金の返還について

総
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　平成25年度菊水区域学校敷地造成事業として総務省から交付を受けた地域の元気臨時交付金
１億53万６千円について、平成29年11月８日に会計検査院から目的不達成による不当交付として
国会報告がなされました。
　和水町では、平成20年度から菊水中学校及び菊水区域の小学校４校を併設校舎の新設により統合
する計画で事業を進め、平成25年度には総合グラウンドの敷地造成を行いました。町はこの造成事
業費に充てるため、国（総務大臣）に対して交付金の交付申請を行い、１億53万６千円の交付を受
けました。その後、平成26年の町長、町議会議員選挙を経て、併設校舎の新築による統合として進
んできた事業を中断し、町として統一した方向性を見出せない状況のなか、平成28年10月の住民投
票では、既存校舎の改修による統合を求める民意が示されました。
　この結果を受けて、町として既存校舎の改修による統合の方針へ転換することになりました。
　このような経緯により、交付金の交付を受けて造成した用地に併設校舎を新築しないことから、会
計検査院では交付金の目的を達することはできなくなったと判断されました。
　町としましては、この会計検査院の指摘を真摯に受け止め、総務省に対して交付金の返還を行うこ
ととしています。

問い合わせ先　本庁　総務課　財政係　☎0968・86・5720
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